
 

○可児市上下水道事業経営審議会条例 

平成25年６月27日 

条例第19号 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の経営に関し必要な調査及び審議を行うため、

可児市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 公共的団体等の役員又は職員 

(２) 学識経験を有する者 

(３) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初

の会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

（可児市水道料金審議会条例の廃止） 

２ 可児市水道料金審議会条例（昭和62年可児市条例第23号）は、廃止する。 

（委員の任期の特例） 

３ この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第３条第１項本文の規定にかか

わらず、平成27年３月31日までとする。 

 

資料1 



 

 

平成29年度 可児市上下水道事業経営審議会委員名簿 

（敬称略・50音順） 

氏名 所属団体等 備考 

安藤
あんどう

  誠
まさ

紀
き

 可児市自治連絡協議会  

梅田
う め だ

 真弘
まさひろ

 一般社団法人可児青年会議所  

片桐
かたぎり

 厚司
あ つ し

 可児商工会議所  

川崎
かわさき

 愛
あい

彩
や

 女性市民委員  

小西
こ に し

  澄子
す み こ

 可児商工会議所女性会  

雑賀
さ い が

  憲彦
のりひこ

 名城大学都市情報学部 教授  

林
はやし

  昭
あき

恵
え

  可児市健友連合会  

林
はやし

 清子
き よ こ

 可児市社会福祉協議会  

藤岡
ふじおか

  正迪
まさみち

 協同組合岐阜県可児工業団地管理センター  

三品
み し な

 克二
か つ じ

 可児市ＰＴＡ連合会  

向井
む か い

 正義
まさよし

 名古屋税理士会多治見支部  

森
もり

 よう
よ う

子
こ

 可児市民生委員児童委員連絡協議会  

 


